
平
成
七
年
労
働
省
・
建
設
省
令
第
一
号

勤
労
者
財
産
形
成
促
進
法
施
行
令
附
則
第
八
項
の
住
宅
を
定
め
る
省
令

勤
労
者
財
産
形
成
促
進
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
三
百
三
十
二
号
）
附
則
第
十
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

勤
労
者
財
産
形
成
促
進
法
施
行
令
附
則
第
十
項
の
住
宅
を
定
め
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

勤
労
者
財
産
形
成
促
進
法
施
行
令
附
則
第
八
項
の
当
該
災
害
の
当
時
勤
労
者
が
居
住
し
て
い
た
住
宅
で
、
当
該

災
害
に
よ
り
滅
失
し
た
も
の
に
代
わ
る
べ
き
も
の
又
は
当
該
災
害
に
よ
り
損
傷
し
た
も
の
の
う
ち
労
働
省
令
・
建

設
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
建
設
し
、
又
は
購
入
し
よ
う
と
す
る
住
宅
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
一
戸
当
た
り
の
床
面
積
が
百
二
十
五
平
方
メ
ー

ト
ル
（
滅
失
し
た
住
宅
の
一
戸
当
た
り
の
床
面
積
が
百
二
十
五
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
て
い
た
場
合
に
お
い
て
、

当
該
建
設
し
、
又
は
購
入
し
よ
う
と
す
る
住
宅
が
滅
失
し
た
住
宅
の
原
形
と
同
等
で
あ
る
も
の
で
あ
る
と
き
そ
の

他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
滅
失
し
た
住
宅
の
一
戸
当
た
り
の
床
面
積
に
相
当
す
る
面
積
）

以
下
で
あ
る
も
の

二
　
補
修
し
よ
う
と
す
る
住
宅
に
あ
っ
て
は
、
当
該
補
修
に
要
す
る
費
用
が
十
万
円
以
上
で
あ
る
も
の

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
雇
用
促
進
事
業
団
が
平
成
七
年
一
月
十
七
日
以
後
に
申
込
み
を
受
理

し
た
勤
労
者
財
産
形
成
促
進
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
九
十
二
号
）
第
九
条
第
一
項
第
三
号
の
貸
付
け
及
び
住

宅
金
融
公
庫
が
同
日
以
後
に
申
込
み
を
受
理
し
た
同
法
第
十
条
第
一
項
本
文
の
貸
付
け
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
四
月
一
日
労
働
省
・
建
設
省
令
第
一
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
改
正
後
の
勤
労
者
財
産
形
成
促
進
法
施
行
令
第
三
十
七
条
第
二
項
の
基
準
を
定
め
る
省
令
、
勤
労
者
財
産
形
成

促
進
法
施
行
令
附
則
第
六
項
の
事
項
及
び
基
準
を
定
め
る
省
令
及
び
勤
労
者
財
産
形
成
促
進
法
施
行
令
附
則
第
八

項
の
住
宅
を
定
め
る
省
令
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
雇
用
促
進
事
業
団
が
平
成
九
年
四
月
一
日
以
後
に
申
込

み
を
受
理
し
た
勤
労
者
財
産
形
成
促
進
法
第
九
条
第
一
項
第
三
号
の
貸
付
け
及
び
住
宅
金
融
公
庫
が
同
日
以
後
に

申
込
み
を
受
理
し
た
同
法
第
十
条
第
一
項
本
文
の
貸
付
け
に
つ
い
て
適
用
し
、
雇
用
促
進
事
業
団
又
は
住
宅
金
融

公
庫
が
同
日
前
に
申
込
み
を
受
理
し
た
こ
れ
ら
の
貸
付
け
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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